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会 議 録 

 

会議の名称 令和元年度 第１回 茨木市高齢者施策推進分科会 

開 催 日 時 令和元年９月30日（月）午後２時から午後３時38分まで 

開 催 場 所 茨木市立男女共生センター ローズＷＡＭ 501・502号室 

議 長 黒田委員（会長） 

出 席 者 黒田委員、綾部委員、中島委員、岡田委員、阪本委員、井上委員、 

野口委員、綾委員、鶴田委員、池浦委員、小森委員、竹内委員、 

長尾委員 

欠 席 者 なし 

事務局職員 北川健康福祉部長、北逵健康福祉部理事、重留長寿介護課長、 

竹下相談支援課長、中尾福祉指導監査課長、松野長寿介護課参事、 

鍋谷長寿介護課長代理、松本長寿介護課認定係長、 

森長寿介護課給付係長、稲角長寿介護課介護予防係長、 

長野地域福祉課政策係長、佐原地域福祉課推進係長、 

中林相談支援課推進係長、女鹿福祉指導監査課指導監査係長 

議題(案件)  ①高齢者保健福祉計画（第８次）介護保険事業計画（第７期）の 

  取組状況について 

 ②総合事業の見直しについて 

 ③次期計画に向けたアンケート調査について 

 ④「認知症に関する意識調査」の報告について 

 ⑤その他 

資 料 ・資料１－１ 高齢者保健福祉計画（第８次）介護保険事業計画 

       （第７期）の取組状況 

・資料１－２ 令和元年度保険者機能強化推進交付金（市町村分）の 

       評価結果について 

・資料１－３ 本市の介護保険制度の運営状況について 

・資料１－４ 介護予防・日常生活支援総合事業の状況 

・資料２－１，２ 総合事業の見直しについて 

・資料３ 次期計画に向けたアンケート調査について 

・茨木市の健康福祉に関するアンケート調査（前回調査） 

・認知症に関する意識調査報告書 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 の 要 旨 

事務局 

（松野） 

 ただいまから令和元年度第１回茨木市高齢者施策推進分科会を開催

いたします。開会に当たりまして、北川健康福祉部長からご挨拶申し

上げます。 

 

北川部長  こんにちは。ただいま紹介いただきました健康福祉部長の北川でご

ざいます。もう明日からは10月ということで、もう明日からは消費税

も上がるということでございますが、まあ気温も上がっておりまし

て、今日は非常に暑い日を迎えております。委員の皆様におかれまし

ては、ご参加いただきましてありがとうございます。また日ごろ、そ

れぞれのお立場から、市政の各般にわたりまして、とりわけ高齢者施

策の推進にあたりまして、温かいご理解とお力添えを賜っております

こと、この場をおかりしまして厚く御礼申し上げます。ありがとうご

ざいます。 

 さて、国のデータによりますと、全国の100歳以上の高齢者が今月

15日時点で約７万人を超えたという報告がございました。本市におき

ましても、104人の100歳の高齢者の方がおられまして、そのうち59人

の方が今年度100歳を迎えられます。いよいよ人生100歳時代に入った

のではないかという感じを持っておるところでございます。 

 本市における高齢者への施策につきましては、昨年３月に策定いた

しました総合保健福祉計画（第２次）の各分野別計画であります高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画を通じまして、2025年問題をはじ

めとしまして、数々の施策に取り組んでいるところでございます。 

 本日は、次第にありますように、昨年度の計画の取組状況や、総合

事業の見直し、また、令和３年度からの次期計画策定に向けたアンケ

ート調査などにつきまして、協議をお願いしたいと思っております。 

 最後になりますが、委員の皆様方には今後とも高齢者施策の推進に

一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単でご

ざいますが開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。本日

はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

（松野） 

 それでは議題に入ります前に、委員の交代がございましたのでご紹

介させていただきます。 

 茨木市老人介護家族の会、坂口委員の後任で、綾委員です。 
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綾委員  綾でございます。今後とも、またよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

（松野） 

 綾委員、よろしくお願いいたします。 

 それでは会議の議事進行は会長が行うこととなっておりますので、

黒田会長、よろしくお願いいたします。 

 

黒田会長  それでは、もう早速進めてまいりたいと思います。 

 本日の会議の進め方ですけれども、その他を除いて４つの議題がご

ざいますが、この順番に事務局からのご説明を受けながら検討してい

くということでよろしいでしょうか。 

 はい、それでは早速、議事に移りたいと思います。 

 議題１の「高齢者保健福祉計画（第８次）介護保険事業計画（第７

期）の取組状況について」、事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

事務局 

（佐原） 

 地域福祉課の佐原と申します。よろしくお願いします。 

 それでは本計画における昨年の取組状況について、基本目標ごとに

ご説明をいたします。説明は表立った項目についてのご説明となりま

すので、ご了承ください。 

 １ページをご覧ください。基本目標１では、「お互いにつながり支

え合える」という目標に対しまして、地域包括支援センターと、高齢

者の生活支援体制整備について記載をしており、地域包括支援センタ

ーの設置数につきましては、段階的に増設することとしております。

平成31年４月には新たに５か所を開設し、現在11か所となっておりま

す。地域ケア会議につきましては、三師会の皆様を始め、介護・地域

福祉にかかわる多様な団体が集まり、去年は６月18日に地震がござい

ましたが、その震災後も中止することなく開催することができまし

た。また、自立支援介護予防の強化に向け、自立支援型地域ケア会議

の開催に向けた準備にも取り組みました。生活支援体制整備事業につ

きましては、総合保健福祉計画のネットワークの再編とあわせて検討

を行い、今後全市的に体制整備事業推進をしていくための検討を行い

ました。 

 続きまして２ページをご覧ください。基本目標２では「健康でいき

いきと自立した生活を送る」という基本目標に対しまして、介護予

防・日常生活支援総合事業と要介護高齢者等への支援について記載を

しております。概ね、各取組が目標値の達成に向け、順調に推移をし

ております。特にこの表の一番上に記載しております、訪問型サービ

スＡにつきましては、昨年、人員等に関する基準を緩和したことで、
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事業所数が増えたことに伴い、目標値を大きく上回る結果となってお

ります。 

 続きまして３ページをご覧ください。基本目標３「“憩える・活躍

できる”場をつくる」でございます。この基本目標３では、いわゆる

「高齢者の居場所と出番の創出」に関連する各事業について記載をし

ております。ここでは住民主体の取組を今後さらに推進していくため

の仕掛けや仕組みについて検討を行いました。表の中で、上から２つ

目に「街かどデイハウス」がございます。それからその下に「コミュ

ニティデイハウス」がございます。このうち街かどデイハウスの整備

数が減っている点については、コミュニティデイハウスは、街かどデ

イハウスから順次移行させるという形をとっておりますので、街かど

デイハウスについては減り、その分、コミュニティデイハウスの整備

数が増えているという状況でございます。それから、この表の一番

下、「シルバー人材センターの登録会員数」につきましては、平成30

年度の結果で令和２年度の目標値を上回ることができました。 

 続きまして４ページでございます。「一人ひとりの権利が尊重され

る」という基本目標に対しまして、認知症施策、それから虐待防止、

権利擁護について記載をしております。認知症施策では、若い世代向

けの啓発に力を入れました。中学校や図書館に働きかけを行って、認

知症サポーター養成講座を実施するほか、新しい取組として絵本をモ

チーフにして小学生以下の子供世代に向けて人形劇を実施し関心を持

ってもらうことができました。そのほか、茨木商業団体連合会の協力

のもと、認知症地域支援推進員が各商店を訪問して、認知症に関する

相談窓口を案内、また店頭にポスターやのぼりの設置を依頼するな

ど、市民周知にも取り組みました。 

 続きまして５ページをご覧ください。基本目標５では、「安全・安

心で必要な情報が活かされる」という目標に対しまして、災害時の医

療介護サービスについて、それから情報公表、高齢者の住まいについ

て記載をしております。災害時の対応につきましては、去年の６月18

日に大阪府北部を震源とする地震の発生を受け、この分科会でもご報

告をさせていただきましたように、地域保健福祉センターを市内６か

所に開設をして、被災者に対する総合的なケアに取り組みました。そ

れから表にもありますように、ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の

実態等把握調査につきましては、昨年度は３年に１度の一斉調査の年

となっておりました。一斉調査に伴い、民生委員、児童委員の皆様に

もご意見をいただきながら、ひとり暮らし高齢者の調査対象を65歳か

ら５歳引き上げて、70歳の方を調査対象として新たに調査を行ったと

ころでございます。今後は再調査を実施し、目標値の達成に向け取組
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を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、同じ５ページの下段をご覧ください。基本目標６「社

会保障制度の推進に努める」でございます。ここでは介護保険制度の

運営について記載をしております。介護給付費適正化事業の推進にお

きましては、資料の表に記載しております主要８事業を実施し、特に

ケアプラン点検につきましては、ケアマネジャーとの個別面談を113

名の方を対象に、プランの件数としまして218件のケアプランにおい

て実施し、適切なケアマネジメントにつなげるとともに、給付費の適

正化を図りました。 

 以上が各基本目標の昨年の取組状況となっております。よろしくお

願いいたします。 

 

黒田会長  ありがとうございました。どうしましょうかね。在宅療養の推進、

６ページも説明されたかな、今。 

 

事務局 

（佐原） 

 在宅療養の推進の部分につきましては、目標値の達成に向け取組を

進めております。進捗状況につきましては、ご覧いただいた通りとな

っております。 

 

黒田会長  ここまでで何かご質問ないですか。議題１に関しては、さらに資料

１－２、１－３というのがありまして、その説明もしていただこうと

思いますけれども、ここまでで、もし何かご質問があれば。特にない

ですか。 

 それでは次の資料の説明に移ってまいりたいと思います。続けてご

説明お願いします。 

 

事務局 

（鍋谷） 

 長寿介護課の鍋谷と申します。そうしましたら資料１－２につきま

して説明させていただきます。座って説明させていただきます。 

 「令和元年度保険者機能強化推進交付金（市町村分）の評価結果に

ついて」でございます。こちらの交付金の趣旨ですけれども、介護保

険者の機能強化に向け、高齢者の自立支援、重度化防止に関する市町

村の取組や、こうした市町村を支援する都道府県の取組を推進するた

め、市町村及び都道府県の様々な取組に関する評価指標を設定した上

で、取組状況に応じて交付金が交付されるというものになっておりま

す。 

 ２番ですね。「大阪府における評価指標の該当状況結果」ですが、

こちらは65項目で692点満点なんですけれども、茨木市のほうが530点

となっております。大阪府内の市町村平均点が534.07でございます。
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府内としましては43市町村中20番目ということで、まあ大体平均ぐら

いなのかなというところです。 

 その下、参考ということで、項目ごとの点数の状況を上げさせてい

ただいております。大きく分けまして、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと３つ項目がござ

いまして、まずⅠとしましては「ＰＤＣＡサイクルの活用による保険

者機能の強化に向けた体制等の構築」というところでございまして、

項目としては９項目で80点のところ、茨木市のほうが70点、府内平均

が66.26点となっております。Ⅱが、「自立支援、重度化防止等に資

する施策の推進」というところで、こちらが48項目で529点満点のと

ころ、茨木市が406点、府内平均としましては415.02点となっており

ます。 

 Ⅲです。「介護保険運営の安定化に資する施策の推進」というとこ

ろですけれども、こちらが８項目で83点満点のところ、茨木市54点、

府内平均が52.79点となっております。 

 ３番ですね。「本市の得点ができなかった主な指標」というところ

で、ちょっと茨木市のほうが点数が府内より低いし、満点の中からも

点が取れてなかったという項目を挙げさせていただいておりまして、

「地域包括支援センターに関するところ」と、「認知症総合支援に係

るところ」、それから「要介護状態の維持・改善の状況等に関すると

ころ」と、「介護人材の確保に関するところ」を上げさせていただい

てまして、右の備考というところで、取組状況についてちょっと補足

させていただいており、昨年度の評価になるので、昨年度は実施がで

きてなかったものにつきまして今年度、取組済みのものであるとか、

取組予定、また今後取り組んでいくというような内容を書かせていた

だいております。以上になります。 

 

黒田会長  資料１－１と１－２の説明をしていただいたんだけれども、ここま

ででないですか。この２つのご説明といったら、介護保険制度でもっ

て、茨木市が地域支援事業ということで取り組んでるものに関連する

部分です。あと資料１－３は今度は給付サービスの部分になってきま

す。要介護認定、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス

のことがふれられてますが、ここまでで何かご質問ないですか。 

 資料１－２というのは、介護保険の機能強化推進交付金というのだ

けども、市町村、保険者ごとに点数が出るんですね。点数によって交

付金の額が決まってくるんですか。茨木市は大阪府内の市町村の中で

は、平均並みだということでしたけども、大阪府全体はレベルとした

ら、国の中では高いんですか。 
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事務局 

（鍋谷） 

 そうですね、大阪府は全体的に全国の中で高いということになって

おります。 

 

黒田会長  だから大阪府内の平均であれば、全国的に見たらば、まあよくやっ

てるほうだということになるのかもしれませんが。 

 

長尾委員  努力っていうか、指標に得点できなかったところを今度するという

３番目に書いているんですが、この備考欄に書いているように、もし

この取組済みのとこはいいんですが、した場合は、どれくらいの点数

になるんでしょうか。 

 

事務局 

（鍋谷） 

 それぞれの項目によって、ちょっと配点が変わってはくるんですけ

れども、大体１つの項目で５点から10点の間ということになりますの

で、これが達成されると、１つにつき５点から10点のものが足されて

いくというような。ただちょっと本年度とその前とで今回２回目なん

ですけれども、中のその評価項目っていうのも変わったりはするの

で、必ずしも来年も同じ項目であるとも限らないんですけども、実施

されれば大体その配点分は増えてくるのかなと考えております。 

 

黒田会長  この点数を出して、その保険者ごとの機能がどれぐらい達成できて

るかっていうね、この評価って、毎年あるんですか。 

 

事務局 

（鍋谷） 

 そうです。この保険者機能強化推進交付金につきましては、昨年度

からということになっております。 

 

黒田会長  年ごとに点数をつけて、年ごとに交付金の額が決まるという、そう

いう制度ですか。 

 

事務局 

（鍋谷） 

 そうです。そうなってます。 

 

黒田会長  なかなか大変ですね。３年に１回じゃないんですね。 

 この一番下の（８）に、「要介護状態の維持・改善の状況等」60点

というのがあるんですが、これはどんな内容の指標だったのでしょう

か。これに対しては、ちょっとこの点数が低いから気になるんですけ

れども、対応策としては、要介護認定等基準時間の変化、要介護認定

の変化、ケアマネジャー及びサービス事業所対象の研修会を実施して

改善を図ろうっていうわけですが、具体的にはどんな基準だったか

な。これは保険者ごとに自己採点するんじゃないんですね。何か厚生
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労働省のほうで点数をつけてくるんでしたか。 

 

事務局 

（重留） 

 要支援、要介護認定を受けた方が、一定期間のあと、どういうふう

に変化、介護度が変わったかというのを国のほうで評価するものであ

りまして、維持・改善していたら、また点数が上がって、悪化してい

たら点数がとれないという、そういう仕組みになっているものです。 

 

黒田会長  こんな細かいことまで、よく厚生労働省が採点しますね。全国の保

険者の数なんてのは、もう、たくさんあるのに。でもそれを、ちょっ

と低い点数が出てくるというのは心外ですけどもね。これは各事業所

の、施設サービス、それから居宅サービス、全部を含めてなんです

か。 

 

事務局 

（重留） 

 この部分につきましては要介護認定といいまして、市町村が行う審

査判定結果をもとに時間が決まります。その時点の時間が決まりま

す。その方が１年後、どういうふうな介護度に変わってるか評価する

ということになってます。ちょっと詳しい状況というのはわからない

んですけども、国のほうで判定されると。 

 

黒田会長  個人ごとに追跡できるような仕組みになってるのかとも思いますけ

どね。どうなんだろう。わかりません。ちょっと、どうやって評価す

るのかっていうような項目もあるようですけれども。 

 何かご意見、ご質問ないですか。 

 

綾委員  それは市のほうが把握できるんですね。要支援の人が何人とか、要

介護の人が何人とかっていう、そういうことでわかる。その事業所を

ピックアップして、そこで何人というわけではないわけですね。全体

ですね。 

  

小森委員  単純な質問ですけど、取組状況に応じた中で、交付金が交付される

ということなんですが、その辺の割合といいますか、これだけの高得

点だったら、これだけとかね、結局１つの考え方としては、あんまり

変わらなければ、もっと単に数字よりも何か重点志向で、内容のやつ

をやったらいいですよ。数字そのものでかなり変わってくるんであれ

ば、やっぱり数字そのものを真剣にするとか、やっぱその辺、どれぐ

らいのこうあれがつくもんなんですか。多分、厚生労働省と、それと

できるだけ公平にって、公正に努力に対する成果を足したりとか考え

ているんでしょうか。その辺の差といいますか、どういう感じのこと
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をいうんでしょう。 

 

黒田会長  交付金の額がどれぐらいの規模かっていうのでもいいですか。金額

とかでも。この仕組みによって導入された交付金っていったら、金額

でいうと、どれぐらいの規模になるのか。 

 

小森委員  差がつくとすれば、それぞれ、どれぐらいの差がつくとか。 

 

黒田会長  そういうわけですね。一番とビリではどれぐらい差がつくか。 

 

事務局 

（重留） 

 全国的には200億という予算がありまして、それを各都道府県、各

市町村に配分するとは聞いております。高齢者１人当たり約500円ぐ

らいの交付金がもらえるということなんですけども、もう少し頑張っ

たところには600円とか、そういう規模で配分されるとは聞いてま

す。ちなみに茨木市は昨年度4,100万円の交付金をこれでいただいて

おります。 

 

黒田会長  はい。4,100万円ですか。 

 

池浦委員  シルバー人材センター、池浦です。よろしくお願いします。 

 私どもですね、シルバーの会員が、やはり働く場というか、生き場

とかを求めて会員登録しに来られてるわけなんですけれども、皆さん

ご存じのように、再雇用ということで、非常に年齢層がかなり高くな

ってるということで、70以上の方が結構、ここ１、２年会員登録に来

られている比率が多くなってるということを考えても、やはり高齢者

に対する取り組み方、これが非常に今後、各市町村、重要になってく

るんじゃないかなと。その中でも特に近くの高槻市と比べたときに、

非常にまた茨木市が至らないというか、力不足のところがかなり目立

っているんじゃないかなと思うんですけれども。 

 まず一例を挙げると、高槻市の70歳以上の方は市営バスただだとい

うことが現実問題あります。それと福祉タクシーの料金の助成、これ

が茨木市は非常に規制がハードルが高いということも事実だと思いま

す。高槻が傷害保険持ってれば、そういう交付が免除されて、一定の

金額が還付されるというようなことも現実問題起こっておりますの

で、ここにきて、やはり施策として出されてるところのポイントを、

もう少し深掘りしていただいて、こういうところに対してどういう形

で近づけていくのか、こういうことをやはり審議して論議して、やは

り進めていただくことが高齢者にとっての１つの励みになるんじゃな
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いかなというふうに、つくづくちょっと最近感じておりますので、こ

の辺のところを今後施策に取り入れて、ちょっとひとつ考えていただ

きたいなということです。 

 

黒田会長  はい、ありがとうございます。今のご意見というかコメントに関し

まして、何か事務局からありますか。もしあれば、ご意見ということ

で伺って、また今後の計画策定していくわけですけど、そこのところ

で参考にさせていただくということにいたしましょうか。 

 それでは次の資料の１－３の説明をお願いいたします。 

 

事務局 

（森） 

 続きまして資料１－３「本市の介護保険制度の運営状況につい

て」、続きまして資料１－４「介護予防・日常生活支援総合事業の状

況」について、長寿介護課、森のほうから説明させていただきます。

座って説明させていただきます。 

 それでは資料１－３の１ページをご覧ください。茨木市の高齢者の

人口は年々増加しておりまして、高齢化率は３月末の時点で、１ペー

ジの右下の部分にあるとおり、現在24％となっており、近年は特に高

齢者の中でも後期高齢者75歳以上の方の伸びが大きいことが特徴とな

っております。茨木市の要介護認定者につきましては、上の表の中段

の右端のところに、平成31年４月末時点で11,771人と昨年の11,227人

から544人増えております。 

 詳細につきましては、２ページをご覧ください。平成30年と平成31

年４月末を比較しますと、どの区分も認定者が増えており、制度開始

当初の2,768人と比較すると、31年４月末では約４倍以上の人が要介

護認定を受けていることになります。また、「見える化」システムに

よりますと、年齢調整後の茨木市の要介護認定率につきまして、一番

下の二重線枠内のところに書かせてもらってるとおり、茨木市の要介

護認定率は19.0％となっておりまして、大阪府の平均より低い値には

なっていますが、全国平均の18.3％よりも高い認定率となっておりま

す。 

 続きまして３ページをご覧ください。「サービス別受給者数の推

移」を見ますと、全体的に増加傾向にあります。平成30年度につきま

しては、その中でも施設サービスについては、市内の介護療養型医療

施設が医療療養病棟へ転換したため、施設サービスの受給者数はわず

かに減る形になっておりますが、全体的には増加傾向にあるといえる

と思います。 

 続きまして「介護保険サービスの利用状況」について４ページ、５

ページをご覧ください。左側の４ページは、費用額及び給付費の１年
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間の総額の表となっておりまして、平成30年度は計画に対する全体の

執行率が、この４ページの右下のところになるんですけれども、全体

で97.6％となっておりまして、概ね計画どおりの実績となっておりま

す。介護給付費につきましては、年々増加しておりまして、特に平成

30年度は右側のグラフにあるとおり、居宅介護サービス費の給付費の

伸びが大きくなってきているかなというふうにいえると思います。 

 続きまして６ページと７ページをご覧ください。６ページが「第１

号被保険者１人あたりの給付費」、７ページが「介護保険サービス受

給者１人あたりの給付費」を表しています。６ページの下の段の二重

線枠内にも書いているんですけれども、「見える化」システムで確認

した第１号被保険者１人あたりの給付費の数字を記載しているとお

り、茨木市はこの「第１号被保険者１人あたりの給付費」が、大阪府

の平均、全国の平均よりも低くなっているため、介護保険料も低く抑

えることができております。しかし、茨木市の全体的な傾向としまし

ては、まだ高齢化率が高いわけではありませんので、今はこの１人あ

たりの給付費というのも抑えることができている部分もありますが、

将来的には特に後期高齢者の増加とともに、給付費は年々増加するこ

とが見込まれているという状況にあります。 

 続きまして資料の１－４のほうに移ってください。このカラーで印

刷している分が、茨木市の「介護予防・日常生活支援総合事業の状

況」になります。まず１ページ目をご覧ください。茨木市は平成28年

度から総合事業を実施してまいりましたが、チェックリストのみによ

る事業対象者というのが、この一番上の表になりまして、平成30年度

末で304人となっており、サービスの利用者も従前相当といわれる今

までの介護予防で実施していたサービスが中心にはなるんですけれど

も、従前相当以外の多様なサービスにも徐々に移行してきているかな

という状況にあります。 

 続いて２ページと３ページをご覧ください。左側の２ページのほう

が、総合事業における「訪問型サービスの推移」になるんですけれど

も、訪問型サービスの総額につきましては、総合事業を開始した平成

28年以降、減少傾向にあり、特に昨年の平成30年度につきましては、

回数払いというものを導入したことによりまして、次のページの通所

型も同様に、もともと実施していた予防サービスと、それから総合事

業に移ってからの濃い青色で示している従前相当サービスを合わせた

額の伸びが少しずつ抑えられる形になっております。通所型サービス

の総額につきましては、通所型サービスＢ、いわゆるコミュニティデ

イハウスの移行により、通所型サービスの総額としては増えておりま

すが、従前相当に当たる部分については、一定横ばいになっているか
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なといえます。 

 最後に続きまして４ページをご覧ください。「介護予防ケアマネジ

メント費」につきましては、総合事業開始以降、総額にそれほど大き

な変化はありませんが、訪問型サービス及び通所型サービスのみを利

用するケアマネジメントＡの割合が年々大きくなってきております。

以上です。 

 

黒田会長  はい、ありがとうございました。資料の１－３と１－４に関して説

明をしていただきました。ここまでで何か質問ないでしょうか。１－

３が要支援・要介護の給付サービスについてでした。そして１－４は

介護予防・日常生活支援総合事業ということで、要支援から地域支援

事業のほうに移行した部分について、それがまたどう経過していくか

という詳しい説明をしていただきました。 

 

綾委員  ちょっと教えていただきたいんですが。 

 資料１－３の３ページの下の二重括弧の中の介護療養型医療施設が

平成31年２月に医療療養病棟へ転換したためのこれは、友紘会病院の

ことなんでしょうね。療養型だけになり、介護と両方が使えなくなっ

たということ。わかりました。 

 それと、もう１つ、４ページの居宅サービスの費用がずっと減って

きてますね。平成30年度、平成29年度から平成30年度の実績として。

これはやっぱり要介護１から要介護５までの回数がきちっと決まった

ために、訪問介護の上限が決まったために、やはり減ったということ

なんでしょうか。 

 

黒田会長  今、質問されたのは何ページですか。 

 

綾委員  資料１－３の４ページです。「介護保険サービスの利用の状況」の

とこの。やはり回数が制限されたために、訪問介護が上限が決まった

から少なくなったためにということなんでしょうか。4,700万、減っ

てますでしょ。ここ、こうやって。これ回数のためかなっていう。回

数制限してる。 

 

事務局 

（森） 

 ご質問のところの数字なんですけれども、平成30年度の居宅サービ

スの計画値が8,815となっている部分が、実績として8,768と、計画に

比べて実績が少し減ってるという部分についてでよろしいでしょう

か。 
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綾委員  はい。それと回数が制限されたから、ヘルパーを使うことがやっぱ

り制限されてきたためなんでしょうか。 

 

事務局 

（森） 

 計画に対する実績の値なんですけれども、実際のこの金額にする

と、少し減った形にはなるんですけれども、計画に対する執行率とし

ては99.5％という形になっておりまして、どちらかというと誤差の範

囲になるのかなと、計画に対する数字の差になると思います。 

 

綾委員  私は上限の制限がなったからかなと思ったんですけど。 

 

黒田会長  個別の介護報酬の要件みたいなものによって、これが変化したとい

うところまで、わからないですね、これでは。居宅サービスというの

はいろんな種類がありますから。ほかに何か質問がありますか。 

 それでは、資料２－１の説明もお願いしたいと思います。総合事業

の見直しについてです。そこも含めて検討しましょう。事務局よりお

願いします。 

 

事務局 

（稲角） 

 長寿介護課の稲角と申します。よろしくお願いいたします。座って

説明させていただきます。 

 そうしましたら議題の２「総合事業の見直しについて」というとこ

ろでございます。資料２－１と２－２があるんですけれども、順番に

ご説明させていただきます。 

 まず資料の２－１からになります。こちらにつきましては、「総合

事業における通所型サービスの併用について」ということで書かせて

いただいております。まず現状と課題というところです。現在、総合

事業の通所型サービスについては、介護予防サービスで通所サービス

同士の併用を認めていなかったことから、総合事業においても同様に

通所介護型サービス内での併用を認めていないというふうに書かせて

いただいております。ちょっと何のことか、わかりにくい部分あるの

かなと思うんですけれども、総合事業におきましては、本市のほうで

３つの類型がございます。この点線から下になるんですけれども、

「通所介護従前相当サービス」、通所介護施設で通所介護と同様のサ

ービスを提供し、生活機能の維持・向上のための機能訓練を行う。ま

ずこれが１つの類型になります。次が「通所型サービスＢ」、コミュ

ニティデイハウスと呼ばれているものなんですけれども、住民主体で

運営する自主的な居場所・集いの場、食事の提供。申しわけないで

す、ここちょっと誤字になっておりまして、介護予防の体操、それか

ら趣味活動等行う場所です。それからもう１つが「通所型サービス
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Ｃ」、３か月から６か月の短期集中の機能訓練で生活機能の改善を図

り、自立した日常生活への回復を図ると。以上の３つの総合事業にお

ける通所型サービスの類型がございます。この中で、通所型サービス

同士の併用を認めていないというのが本市の運営のルールということ

になっております。それに対して「現状と課題」の２番目なんですけ

れども、これ課題ということになっておりまして、併用することで身

体機能の向上を図れる利用者さんがいらっしゃるんですけれども、こ

れまでは主にコミュニティデイハウスを利用していた場合におきまし

ては、従前型のサービスか、もしくは通所型サービスＢか、どちらか

１個を選択しなければならないと、併用ができないために、どちらか

一方しか選択できないということになっておりました。これによって

通所型サービスＢ・コミデイを使えないということで外出の機会が減

ってる、それから外出の意欲が低下すると、そういった事例の相談が

ございました。これは課題かなと思っております。 

 それから続きまして、「ヒアリング・意見交換会の結果」というと

ころです。このような事例の相談がありましたので、地域包括支援セ

ンターの職員にアンケートをとらせていただきました。その結果につ

きまして、併用自体は認めるべきとの意見が多数でありました。一方

で利用者のアセスメントが難しくなるとの理由から認めないほうがよ

いという意見も見受けられました。それから各圏域、市内の５圏域で

コミュニティデイハウスの運営者さん、スタッフさん、それから地域

包括支援センターの職員、それから居宅介護事業所のケアマネジャー

を含めた意見交換会を行わせていただきました。この中でワークショ

ップのようなことも行ったんですけれども、通所型サービスＢと、ほ

かの通所型サービスについては、目的が違う、異なっていると、併用

できたほうがよいのではないかという意見が多く聞かれました。 

 それから裏のページになるんですけれども、こちらは「参考資料」

ということで、地域包括支援センターの職員のアンケート結果、それ

から下のほうには５圏域での「圏域別の意見交換会」での主な意見を

掲載させていただいております。まず上のほうの「地域包括支援セン

ターの職員向けのアンケートの結果」なんですけれども、一番上、通

所型サービスの併用利用について、どう思われますかという問いに対

して、現状のままでよい、併用は認めないという答えが７名、併用を

可能にすべきという答えが30名ということでございました。主に併用

を可能にしたほうがいいのではないかという意見が多数でした。それ

から２番目に併用可能とする場合、どのサービス間の併用を認めるべ

きと思いますかという問いに対して、こちらのほうで類型を幾つか設

定させていただいたんですけれども、Ａ・Ｂ・Ｃと３つありまして、
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Ａが従前相当サービスの１日型のデイサービスと通所型サービス・コ

ミデイとの併用、これは認めると認めないの比率でいいますと、認め

ないほうがいいのではないかという割合のほうが少し多かったと。

Ｂ、従前相当サービス半日型、これは主にリハビリ等に特化したデイ

サービスというような趣旨で設問させていただいたんですけれども、

こちらにつきましては、コミデイとの併用は認めたほうがいいという

意見が大半になりました。それからＣ、コミデイと通所型サービス

Ｃ、短期集中型の機能訓練サービスなんですけれども、こちらについ

ては認めたほうがいいという意見がやや多かったというところになっ

ております。それから下段のほうなんですけれども、「圏域別の意見

交換会」、コミデイの運営者・スタッフさんと包括職員、ケアマネジ

ャー、市の職員。ワークショップの中で出た意見につきましては、併

用は、これは本人にとってのメリットが大きいのではないか。それぞ

れのサービスによって利用目的が異なっている。また半日型のデイサ

ービスのみを認めるのではなくて、併用の目的や理由が明確であれ

ば、サービスの類型にかかわらず、併用を可能にすべきではないか

と。そういう運動ならデイサービス、コミュニケーションをとったり

外出したりすることについてはコミュニティデイハウスでと、目的が

違うのではないかという意見。それからコミュニティデイハウスかリ

ハビリに行かれる、選択を迫られる状況があると。このため、どちら

か一方を選ばざるを得ないことによって、ご本人さんの外出の機会を

奪われているのではないかという意見がございました。一方で懸念さ

れることとしまして、もし併用を認めて急に利用者が増えることがあ

れば、コミュニティデイハウス側で受け入れはできるのかという意見

もございました。以上のような意見を踏まえた上で、この総合事業の

中の通所型サービスの併用を検討してまいりたいというふうに考えて

おります。資料２－１につきましては以上です。 

 

黒田会長  ありがとうございました。これに関しては何かご意見あるいは質問

ありますか。総合事業の中の通所型サービスについて、これ実績のほ

うは、先ほどのカラー刷りの３ページですね。資料の１－４の３ペー

ジにあるわけですけど、従前相当サービス、通所型サービスＡ、通所

型サービスＢ、通所型サービスＣと４種類、今行われている。通所型

サービスＢはコミュニティデイサービスを利用するものなんだけど、

このコミデイと他の通所型サービスの併用を認めていなかったのを認

めたほうがいいのではないかという意見が強くなってきて、これを認

めることにするということですか、今のお話は。その認めるというの

は、従前相当サービスとの併用が一番多いと思うんだけれども、この
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通所型サービスＡとの併用とか通所型サービスＣとの併用も認めるわ

けですか。そうなんですね。他の。 

 

事務局 

（稲角） 

 そのように考えております。同じ類型のサービス内での併用という

のは考えていないところです。通所型、従前型のサービスと従前型の

サービスというのは認めないんですけれども、従前型のサービスと通

所型サービスＢ、もしくは通所型サービスＢと通所型サービスＣとい

うことで、違う類型のもの同士の組み合わせが可能になるかというこ

とで考えております。 

  

野口委員  今まで街かどデイハウスがコミュニティデイハウスに移っていって

るという状況をおっしゃってましたけども、これから通所型サービス

がコミュニティデイハウスで実際にやられるとなりますと、その数で

すね、移行していく数、その辺がどうなるのか、ちょっと確認したい

んですけど。 

 街かどデイハウスからコミュニティデイハウスに移っていく状態で

す。 

事務局 

（稲角） 

 現在、毎年３か所ほどの街かどデイハウスをコミュニティデイハウ

スに移行してきた実績がございます。今年度も街デイの運営者の方に

働きかけを行っているところですけれども、可能であれば３か所か、

もしくは４か所程度の移行ができればというふうに思っております。 

 

黒田会長  よろしいでしょうか。ほかに何かご質問ないですか。 

 この併用を認めるということは、利用者にとったら必ずしもコミデ

イと他の通所型サービスというのは、その利用の目的が共通だという

わけじゃないから、いいんじゃないかということでしたけれども、ど

こかに書いてありました。普通のデイサービス、通常のデイサービス

だと、機能を回復するような訓練が受けられる。コミデイだとコミュ

ニケーションがそこでとれるというようなことを書いておられるのを

見たんですけど、これまでの要支援の判定を受けた人は、それぞれサ

ービスの利用の給付の額というのは決まってましたね。この通所型サ

ービスの場合は併用ができるということになっても、その利用の回数

みたいなものの限度というのは、どうなってるんですか。 

 

事務局 

（稲角） 

 もともと従前型のサービスのほうにつきましては、請求の際に月当

たりの包括請求ということで、実施回数にかかわらずに、同じ費用を

請求できるという仕組みになっていたんですけれども、それは変わっ

てまいりまして、回数払いが可能になったということがございます。
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もとの仕組みの中であれば、併用することによって、利用者さんにと

っては同じ回数しか通所型サービスを使っていないけれども、場所が

２つとか３つに分かれてしまうと、それぞれの事業者から請求がきた

ときに、二重払い、三重払いになってしまうという課題がございまし

た。ただ現在は回数払いが可能ですので、二重、三重にならない回数

で区切って請求はしていただければ、二重請求にならないというふう

に考えております。 

 

黒田会長  はい。よろしいでしょうか。そのあたりの費用の管理というか回数

の管理みたいなものは、この介護予防のケアマネジメントで行われる

ということになってくるわけですね。ケアマネジャーの方に、こうい

う仕組みを変えるんであれば、十分に説明をしていかなくちゃいけな

いわけですね。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、資料２－２に移りたいと思いますが、どうぞご説

明をお願いします。 

 

事務局 

（松本） 

 長寿介護課、松本です。 

 資料２－２をご覧ください。「介護予防・日常生活支援総合事業に

おける事業対象者の有効期間を廃止」するというものです。現在対象

となった日から２年間を有効期間としておりますが、現状も１年ごと

に対象者の評価、見直しを行っていることから、有効期間を設定する

必要について、２年毎の更新申請をすることなく、継続したサービス

を受けれるように廃止をするものです。 

 時期につきましては令和元年11月１日と考えております。また有効

期間記載の保険証につきましては、新保険証と差しかえ、市民の方々

にはホームページ、事業所・ケアマネジャー等についてはケア倶楽部

等にて周知をいたしたいと考えております。以上です。 

 

黒田会長  よろしいでしょうか。何かご質問ないでしょうか。 

 これは要支援の方の通所サービスや訪問のサービスが、介護予防・

日常生活支援総合事業のほうに移行したときに、その利用をする方の

有効期間を２年間と設定しようということを始め、ここの茨木市のル

ールとしたわけですけど、その２年の有効期間の設定というのは余り

意味がないということがわかってきたから、もう廃止するというご意

見ですね。そういう提案ですね。これは介護予防のケアプランをつく

って見直してるから、その見直しのときに、基本チェックリストなど

も行うということになるわけですね。それで必要ないという判断です

ね。これもケアマネジャーの方が一番関係するところですから、そこ



－18－ 18 

に周知をしていただければ問題ないですね。よろしいでしょうか。 

 それではこの議題２まで検討してまいりました。次の議題３に移行

してもよろしいでしょうか。 

 

鶴田委員  済みません。今のところの確認なんですけれども、要支援の人は今

までどおりですよね。チェックリストで対象者になった人だけが、有

効期間がなくなるということでよろしいですよね。はい。わかりまし

た。ありがとうございます。 

 

黒田会長  どうもありがとうございます。補足みたいな形で確認していただき

ました。だんだんチェックリストだけで、この総合事業の利用に対し

ては増えてきているんですか。それはどうでしょうか。 

 

事務局 

（松本） 

 状況としましては、要支援、要介護になる前に、総合事業で介護予

防にもつなげるようにしている段階で、チェックリストは増えている

ように感じております。 

 

黒田会長  それでは次の３番目の議題に移ってまいります。「次期計画に向け

たアンケート調査について」です。これも事務局からまずご説明お願

いします。 

 

事務局 

（鍋谷） 

 そうしましたらですね、３番目につきまして、再び私のほうから説

明させていただきます。 

 ３番、「次期計画に向けたアンケート調査について」というところ

で、資料の３をご覧ください。 

 １番、調査目的ですけれども、茨木市介護保険事業計画の第８期の

策定のため、これまでの「地域包括ケアシステムの構築」という観点

に加え、「介護離職ゼロ」の観点も加え、「高齢者等の適切な在宅生

活の継続」と、「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サー

ビスのあり方の把握方法等を検討することを目的として実施させてい

ただきます。 

 調査としましては３種類ございまして、１番の介護予防日常生活圏

域ニーズ調査というものと、２番の在宅介護実態調査、３番の介護保

険事業者調査というものがございまして、１番のニーズ調査につきま

しては、対象者が要介護認定を受けていない高齢者と要支援の認定者

ということで、大体３千人ぐらいの方を無作為抽出させていただきま

して、郵送にて調査をさせていただきたいと思っております。 

 ２番の在宅介護実態調査につきましては、在宅介護サービス受給者
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ということで、実際介護を受けておられる方に対しまして、郵送とあ

とは介護認定調査員の聴き取りによって、２千人の方を対象に行いた

いと考えております。 

 ３番目が介護保険事業者調査ですけれども、こちらは市内で介護保

険サービスを提供している事業者ということで、200事業者ほどを予

定しております。 

 調査期間が令和元年10月予定とあるんですけれども、その下のとこ

ろにもちょっと書いていますが、国のほうから調査項目についてが示

される予定になってるんですけれども、こちらが10月のちょっといつ

になるかというのがまだ未定になっておりますので、これが来次第と

いうところになります。なので11月になるかもしれませんが、国のほ

うの調査項目が示され次第、進めてまいりたいと考えております。 

 １番と２番につきましては、その国のほうから示されるものを使っ

てということになりまして、３番の介護保険事業所調査につきまして

は、市のほうで項目設定させていただくんですけれども、いずれも前

回の７期の調査と、原則同様のものということで国のほうもいってお

りますので、茨木市の保健福祉に関するアンケート調査という前回調

査分を付けさせていただいておりますので、こちらのほうをベースに

して、回答いただく方のご負担等を考慮して、調査票のほうの作成を

考えてまいりたいと考えております。以上です。 

 

黒田会長  ニーズ調査、アンケート調査のご説明でした。実際にどのようなア

ンケートになるかっていうのは、前回の調査票が今日、もう１回配付

していただいてます。これは３年前に行ったものですね。高齢者の方

へ、１枚目に書いてあります。11月１日現在でお答えくださいとあり

ます。去年も今ごろにこれを、去年じゃないですね、３年前にこうい

う調査をしたわけです。12月６日までに投函してくださいということ

で、大体こういう、今年もタイミングでやっていこうということなん

ですね。 

 

事務局 

（鍋谷） 

 そうです。 

 

黒田会長  はい。今年中に回収をしようという、そういうスピード感で、今か

らこの調査をしていこうというわけですけど、内容もサッと目を通し

ていただければと思います。この調査票のですね。これ前回の３年前

の調査ですけれども、今年度もほぼ同じような内容が厚生労働省のほ

うから、ニーズ調査のひな形として提示されるであろうということな

んです。この３つの調査のうちの１と２に関して、厚生労働省がその
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内容のひな形を示してくるであろうというわけですね。アンケートに

実施時期との兼ね合いがありますので、委員の方からぜひとも追加し

てほしいという調査項目等がありましたらば、ご意見をこの場でいた

だきたいと思います。また、後日出していただくにしても日にちを設

定しておきたいとも思います。そして最終の調査票については、事務

局で検討していただいて、それを私にまた、どういう内容にするかと

いうのは一任していただければというふうに思います。いかがでしょ

うか。 

 ３年前のこの調査票の中には、茨木市が独自に加えた項目もござい

ましたね。 

 

事務局 

（鍋谷） 

 はい、ございます。 

 

黒田会長  それも含めてここには書かれてるんですけど、私、記憶がそれほど

定かでもないけれども、10ページの一番最後のＱ10で、健康や病気の

ことについて気軽に相談できるかかりつけの医療提供者、かかりつけ

の医師、かかりつけの歯科医師、かかりつけの薬剤師、もっているか

という、こういう質問を独自につくったような気がしますね。これは

入れておきましょうね。かかりつけの歯科医師をもったほうが長生き

できるっていうデータがあるそうですね。 

 ほかに何か。それと認知症に関しても、茨木市で独自に加えたもの

だったように思いますが、次の問８の認知症について、このあたりは

いかがでしょうか。 

 

綾部委員  12ページのところのＱ５です。項目を変えるっていうことじゃない

んですけども、例えば認知症地域支援推進員とか、認知症オレンジダ

イヤルというのを、もっとさらに知ってもらうために、少し補足、次

のページ少しすき間があいているので、何かここの項目をＱ３か９あ

たり、ちょっと前後させるような形で、少しこういう推進員、推進員

さんっていうのは、こういう人たちですよとか、オレンジダイヤルっ

てこういうことです。広報はしてると思うんですけど、あえてこの回

答をするときに知ってもらうというやり方もありかなというふうに思

いますので、15ページの、はつらつパスポートっていうのも、あっ、

こういうの知ってるとか、こういうのあるんだなっていうのも知って

もらうきっかけにもなるので、同じような形で、ちょうどスペースが

あるので、少しこの言葉の解説を足していただけたらなと思いまし

た。項目は大きく変えることはなくて、というのは、ちょっと次の議

題なのかもしれないんですけれども、私、事前にいただいてたので、
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認知症に関する意識調査のところで、認知症の機能というか該当され

た方になるんですけれども、その方々でも初めて相談した人っていう

回答の結果が、ちょっと存在が薄いのか、余りこの認知症集中支援チ

ームとか、認知症オレンジダイヤルとか、推進員さんのところがかな

りご本人さんもご家族さんも相談に、かなり低いですね、０％とか。

なので、そういった認知症には当事者の方でも、こういうふうに、な

かなか相談に行くというのは、知らないのか、知ってるけど、役割が

知らないのかという意味で低い結果になってるのかもしれないので、

それを今度の調査が65歳以上になるので、元気なうちから、やっぱり

知ってもらうという意味で、ここにちょっとプラスアルファ広報って

いう形で簡単に書き足してもらえると、また調査の意味っていうの

も、もっと出てくるんじゃないかなと思いました。以上です。 

 

黒田会長  いいでしょうか。ほかにご意見ないでしょうか。 

 

綾委員  ７月に家族会で司法書士を呼んで、成年後見制度について話をして

もらいましたが、内容が難しく金銭管理等が難しくなってる人の認知

症の家族、もしくはひとり暮らしの方、それから知的障害をもった家

族の方などのために成年後見制度をもっとＰＲしておく必要があると

思いました。会合の後のアンケートの中で制度をもっと教えてほしい

という質問がきたものですから、司法書士のリーガルサポートとそれ

から市の担当課を会だよりに出して皆さんにお知らせしました。しか

し、入所とか入院とかそういうときに保証人が要るんですね。それで

お一人様、誰もいない人、そういう人はやはり最終的には後見人が必

要と思いますよということを言われたものですから、今後は成年後見

制度の広報が必要だよということを頭のはしに入れるようにしておい

てください。ここに相談すればいいということもＰＲをしておいてい

ただけたら、とても助かるんではないかなと思います。 

 私は担当の市の窓口に行ったことはないんですが、家裁まで行くの

がとてもじゃないけど大変、年寄りであり、また認知症を抱えた家族

だったら大変なので、市のほうに、必要な申立書を家裁からＦＡＸ等

で取り寄せられるようなものは置いといて説明していただくと、これ

からは予防だけでなく、もうなった人を抱えた人間に対しても必要な

んじゃないかなということで、ちょっと今日は余分なんですが、お話

をさせていただきました。 

 

黒田会長  成年後見制度については14ページに、その制度を知っていますかと

いうことで、ちょっと質問項目には入ってるわけです。そしてこれが
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どれくらいこの制度が知られてるかということを把握するための１つ

の指標として使うという予定になってるんです。ただ、アンケートに

ここだけを強調していっぱい書くわけにもいかないので、これぐらい

にさせていただくことになると思いますが、その成年後見制度をどう

今後うまく社会として活用していくかというのは、また大きな課題に

なってます。そのために茨木市は何か計画も立てておられるんです

か。成年後見制度利用促進法だったか、法律が新たにできてますよ

ね。そして市町村でそういう利用促進の計画を立てたり、あるいは中

核機関を設定したりするということが盛り込まれてきてましたよね。

そのあたりは今どう進んでいますか。 

 

事務局 

（長野） 

 地域福祉課の長野と申します。成年後見制度の促進につきまして

は、現在、総合保健福祉計画の中の地域福祉計画に記載をしておりま

す。今、会長がおっしゃいました国の流れ、促進法等の内容を踏まえ

て進めていくという旨、現行の計画に記載をしております。ただ、中

核機関をどうするであるとか、そういったところにつきましては、ま

だ具体的に何か案として出ているわけではなく、大阪府でも弁護士

会、司法書士会、社会福祉士会と連携をしながら、このあたりの推進

について協議されているところです。茨木市としましては、成年後見

制度を利用される際に一定費用がかかってくるところがございますの

で、所得制限等ございますけれども、裁判所に申し立てる際の利用支

援と、実際に後見人等がついた後の報酬助成につきまして、助成制度

として以前から設けさせていただいております。実際の相談につきま

しては、相談支援課や地域包括支援センター等にご相談をいただくこ

とになると思うんですが、やはりこの制度をどう推進していくかとい

うところにつきましては、周知も含めていろんな機関がかかわってい

く必要があろうかなというふうには考えておりますのと、今申し上げ

たような部分につきましては、現行の地域福祉計画に記載はしており

ますので、引き続き計画に基づき進めていくものと考えております。

以上です。 

 

黒田会長  ありがとうございました。地域福祉計画も来年度、また改定するこ

とになるんでしたかね。 

 

事務局 

（長野） 

 地域福祉計画につきましては、法定の、今回の３年の見直しの計画

ではございませんので、今のところ、計画施行の６年後に見直す予定

にはしております。 
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黒田会長  成年後見制度の利用促進ということになれば、６年間そのままでっ

ていうわけにはいかないでしょうね、どこかでそれ、また茨木市とし

ての議論が、あるいは計画づくりが必要になってくるんじゃないか

な。 

 

事務局 

（長野） 

計画自体をその時点でどうするかも含めて、また来年度、各法定計

画を見直す際に、国や府の動きも見ながら検討することになろうかと

思います。 

 

黒田会長  議題３の「次期計画に向けたアンケート調査について」、ほかに何

かご意見ないですか。 

 それでは最後の議題４の「認知症に関する意識調査の報告につい

て」に移ります。事務局よりご説明をお願いします。 

 

事務局 

（中林） 

 相談支援課の中林と申します。よろしくお願いします。座って説明

させていただきます。 

 「認知症に関する意識調査、報告書」に基づきまして、意識調査の

結果を報告させていただきます。 

 表紙をめくっていただきまして、概要等についてということで１ペ

ージ目にございます。認知症の人やその家族が住みなれた地域で自分

らしく暮らし続けるための地域づくりに向けて、当事者及び家族のニ

ーズを把握し、認知症施策・高齢者施策等の事業に活かし、支援の充

実を図るほか、認知症の人やご家族の視点の重視のために、ニーズに

即した相談支援が行われる体制の構築を目指すことを目的に意識調査

を実施いたしました。 

 調査の概要、回収状況等につきましては、そちらに記載のとおりで

ございます。 

 回答結果の概要につきまして、幾つか抜粋してお伝えさせていただ

きたいのですが、申しわけございません。こちらの準備等で冊子の２

ページ以降のページ数が打たれてない状態でして、こちらで説明をさ

せていただく際に、ページの一番上に、【本人】とありまして、質問

項目何々についてとあります。その下にＱ１、Ｑ２と質問の番号をふ

っておりますので、申しわけございませんが、そちらのほうで説明さ

せていただきます。 

 まず本人のＱ７をご覧ください。ご本人の生活上の困りごとをお伺

いしました。「ない」との回答が最も多かったのですが、次いでは家

事、外出、諸手続が多くなっておりました。 

 次、ページをめくっていただきますとＱ８認知症の不安というとこ



－24－ 24 

ろで、不安を感じるきっかけで、最も多かったのは「物や人の名前が

出てこなくなった」でした。 

 隣のＱ９で、「初めて相談した人」は、家族が最も多く、次いで内

科等かかりつけ医でした。 

 続きまして、次のページをめくっていただきまして、Ｑ10かかりつ

け医もしくは認知症専門医で受診した方は、合わせて13.6％おられま

した。 

 次の次のページ、Ｑ11－１受診をされた際に困った内容をお伺いし

ましたところ最も多かったのは「受診する診療科がどこかわからなか

った」ということでした。 

 隣のページ、Ｑ12診断を受けた方は、受診された方の約３割おられ

ました。 

 ページをめくっていただきまして、右側のＱ12－２認知症ではない

かと不安に感じられてから診断までの期間をお伺いしましたところ、

６か月から１年未満が最も多い結果でした。 

 ページをめくっていただきまして、左側のＱ13診断を受けたときの

お気持ちを聞きましたところ、「診断されてよかった」と回答する方

が最も多くなっております。 

 少しページが飛びましてＱ15－１左側のぺージになりますが、地域

に期待する支援についてお伺いしましたところ、「認知症に対する理

解」が最も多く、次いで「日常生活の手助け」「話し相手」という結

果でした。 

 右側のＱ１からは、ご家族にお伺いした質問内容になっておりま

す。 

 しばらく飛びましてＱ８をご覧ください。ご家族の認知症について

心配になったり気になる状況をお伺いしましたところ、「同じことを

何度も言ったり聞いたりする」という答えが最も多く、次いで多かっ

たのは「物や人の名前が出てこない」「お金の管理ができなくなっ

た」という答えでした。 

 また飛びましてＱ15左側、診断時の気持ちというところで、ご家族

にも診断を受けられた際のお気持ちをお伺いしましたところ、ご本人

と同じく「診断されてよかった」という答えが最も多くなっておりま

した。 

 ページを２枚ほどめくっていただきまして、Ｑ17ご家族の方に認知

症について学習する機会についてお伺いしましたところ、「参加した

い」とお答えいただいたのが最も多かったです。 

 めくっていただいてＱ18左側のページになります。知りたい情報や

知識ということで、学習で知りたい情報、知識についてお伺いしまし
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たところ、「利用できるサービス」「認知症の予防」「認知症の人と

のかかわり方」の順に多くなっておりました。 

 最後なんですがさらに飛びましてＱ32－１左側のページになりま

す。ご家族の方にも地域に期待する支援についてお伺いしましたとこ

ろ、「認知症状に対する理解」が最も多く、「認知症介護への理解」

が次に多い結果でした。 

 後半Ｑ33以降は、ご家族の方にサービス等についての希望等、自由

意見をいただいております。 

認知症施策におきまして、認知症のご本人及びご家族の声を地域に

発信し、認知症に関する偏見の払拭や認知症に対する好ましい対応を

理解し行動に移してもらうために、これらの結果をさらに分析しまし

て、認知症施策に活用させていただきたいと思っております。ページ

数がなくて大変失礼いたしました。報告は以上です。 

 

黒田会長  かなり詳しいアンケート、しかも、かなりの数の方に答えていただ

いたというものですが、どうでしょう。かいつまんで今説明もしてい

ただきました。何かご意見、ご質問あればご自由に発言ください。 

 さっき、綾部委員さんがちょっと言及されてましたね。どこでした

か。 

 

綾部委員  Ｑ９です。相談する場所というか、ご本人様とご家族様がＱ９それ

ぞれあって、一番身近な家族さんは、そうやろなと思って、次はドク

ターの先生たちになるんですけれども、もうちょっとこの支援チーム

とか、地域支援員さんのほうも、何かそういう、ちょっと解答が低い

んで、そのあたりを先ほどの議題のアンケートのところにも、知って

もらう、ご存じの方もいるかもしれないんですが、アンケートの回答

を通してまたちょっと知ってもらうというきっかけで、簡単な言葉の

説明を入れたらどうかなというので、ちょっとここ、事前にこの報告

書を読ませてもらって、ちょっと気づいた点を言わせてもらいまし

た。 

 

黒田会長  ご家族とご本人が初めて相談した人として上げてるので、ご本人で

一番多いのは家族で、その次にかかりつけ医、ご家族で初めて相談し

た人、一番多いのは、これもご家族だけれども、かかりつけ医が

15％、多いですね。ご本人の場合には未回答が半分以上、６割ぐらい

あったからね。家族の場合には３割の方が無回答ですね。これは１つ

しか選べないから、その１つどれかを選ぶと。 
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綾部委員  複数とかだったら。 

 

黒田会長  ええ。複数回答ではないんですね。初め相談した人。 

 

綾部委員  自由記述のところで、若年性認知症というキーワードが上がって、

声が自由記述のところにもあるんですけれども、ご本人様、家族様

が、この辺あたりは、どういうふうに、先ほど市のほうから、この分

析を通して施策に反映していきたいというようなお話があったんです

けれども、この若年性認知症について、どういうふうに、若年性の声

というのをなかなか拾い上げるのは、数的には少ないかもしれないん

ですけれども、この辺あたりはどう捉えていくかというのは、いかが

でしょうか。 

 

事務局 

（中林） 

 ありがとうございます。若年性認知症の方に関しましては、やはり

おっしゃっていただいたとおり、まだ当事者の方の把握というのも難

しいところがございまして、市でも件数となるとほんとにはっきり言

って把握が厳しいところです。ですので、なかなかその方々の声を聞

きながら取組というところも、今、国や府の取組状況等の情報を集め

まして、窓口に来られたご本人の方にはそういったところのご紹介を

するという形にとどまっております。 

 

池浦委員  認知症のこの分析の結果、いろいろ施策とか、これから講じられて

いかれる思うんですけれども、その中でちょっと遡って基本目標４の

ところで、「認知症の高齢者の見守り事業登録者数」、これが令和２

年度には540人という人数が書かれてるんですけれども、この認知症

の内容、この登録者数の延長の動き、それと540人という数字がどう

いう根拠でこういう形で出てきているのか、このあたりをちょっとわ

かる範囲で結構ですので、ちょっと教えていただきたい。 

  

事務局 

（竹下） 

 この登録者数の目標というのは、この計画を立てた時点での、各圏

域での見込み数として、これぐらいの方には登録をということで、上

げた分になります。健康アンケート等の把握での認知症予備群の方で

ありますとか、認定を受けられた方で、徘徊の可能性のある方となる

と、やはり要介護１、２とか３ぐらいまでの方になりますので、そこ

を本当はもう少し多くの数を上げたいところですけれど、シールの配

布ほか登録ということになれば、現実な数と思って上げたところで

す。ただそこの目標になかなか至ってない現状がありますので、見守

りシールの配布については、もう少し頑張らなければいけないかなと
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思ってるところです。 

 

池浦委員  全体的にセンターの認知度というか、これがやっぱり低いというと

ころも現実問題として上げられるんですけども、こういう数字を出さ

れる根拠として、やはりどういう形で認識度を高めていくのか、この

辺のところをやっぱり具体策をもっていかないと、数字だけがひとり

歩きしていくんじゃないかなという懸念もあります。 

 それと１つ、これは他府県で、長崎県で実施されてるんですけど

も、介護予防のボランティア養成講座。これを長崎県のほうで行いま

して、その養成講座を受けた人が各地域に戻られて、その地域型の介

護予防推進運動に参加されてるという現実問題もありますので、やは

り、こういうボランティア的な精神を持って参加される方が増えてい

かないと、この人数確保というのは難しいと思うので、行政のほうと

しても、動きとしてやっぱりこういうものに興味をもたれるという

か、やっぱり参加されるような形でのＰＲ活動あるいは、その推進運

動、こういうものをやはり手がけていかれるということが一番の方策

じゃないかなというふうに考えておりますので、どういう形がいいの

かというのは、いろいろ試行錯誤しながら考えていただければと思い

ますので、１つの案として提供しておきます。以上です。 

 

黒田会長  はい。ご意見として伺っておきたいと思います。こういう市民の参

加、ボランティアとしての参加、こういうのは本当に重要なテーマで

すので、また計画策定のところでも議論ができればしたいと思いま

す。 

 それから先ほどの地域福祉の計画ですね。こういうところでもま

た、更新していかなくてはいけない内容だろうと思います。 

  

阪本委員  薬剤師会から来ております阪本です。 

 「初めて相談した」の「その他」のところの40人というのは、薬剤

師会がそれぐらい関与してるのかを教えていただきたいのですが。先

ほど歯科医の先生が、Ｑ10のところで、医師・歯科医師・薬剤師とい

う項目を上げていただいたのにもかかわらず、結果報告の中で全然薬

剤師とか歯科医師が出てこない理由は何なんでしょうか。その辺も含

めてお聞きしたいです。 

 

黒田会長  この認知症のところですか。 

 

阪本委員  そうです。 
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黒田会長  その認知症のこういう取組にも、かかりつけ医が出てきたけれども

というわけですね。 

 

阪本委員  薬剤師会としても認知症サポーターとか、いろいろなことをさせて

いただいてますので、その回答の中で薬局で相談したという項目があ

ってもいいかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

 

黒田会長  既に調査は終わってしまいましたけれども、その点に関しては何か

コメントがありますか。 

 

事務局 

（竹下） 

 設問項目については後ろのほうにご本人様用、ご家族様用というこ

とで上げさせていただいてます。確かに項目の中に歯科医師、薬剤師

という回答項目はないんですが、よく聞く話ですと、どうしても医療

機関での相談、ご近所、友人の方ということもありまして、多い順か

ら回答項目を入れてしまったということは確かにあります。その他意

見については、今、集計の詳細が手元にありませんので、どういう内

容での回答があったかというのは、阪本委員のほうに直接お返しをさ

せていただいたらいいのかなと思うんですけれども、それでよろしい

でしょうか。 

 

黒田会長  そうですね、そういう何かご意見が書かれているようなところがあ

ったらば、またフィードバックしていただきたいと思います。 

  

阪本委員  認知症サポーターのオレンジチームの研修会とか、その研修の人数

とか全部上がってきて、どんどんどんどん増加していって、それを今

後どうしていきますかという質問を別の会議でさせていただいたんで

すけれども、それに関して何か前向きな、こういう事業を進めたいと

かいうのがあればお聞きしたいです。 

 

事務局 

（竹下） 

 認知症サポーターの養成後については、国のほうからも６月の大綱

の中で「予防と共生」という形で報告が上がっています。国の動きに

もよりますが、サポーターの活用という方向は大きな流れと思ってま

すので、今までは正しい知識、理解をしていただくで、できることを

できる形で支えるサポーターということでしたが、もう一歩進んだ形

でのサポーターの活動ということを言われてますので、国ほかモデル

事業をやってられる自治体の結果を見ながら、茨木市で取り組める内

容を考えていきたいと思ってるところです。 
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阪本委員  具体的なものはまだないんですか。 

 

事務局 

（竹下） 

 はい。 

 

黒田会長  このアンケートの内容をまた検討しながら、ここからご本人やご家

族のニーズをうまくくみ取って、それがサポーターも関与するような

施策に結びつけていけるようなアイデアがあれば、そういうものもま

た事業ができればと思います。それは委員さんからもアイデアとして

あれば、どうぞ出していただければと思います。 

 それでは最後の「その他」に移ってよろしいでしょうか。事務局よ

り何かその他に関してあればご説明ください。 

 

事務局 

（松野） 

 次回の分科会の開催についてでございます。日時でございますが、

令和２年２月13日、木曜日の午後２時から、場所ですが、本日と同じ

ローズＷＡＭ研修室501・502で開催したいと存じます。 

 議題等詳細につきましては、また後日、事務局から通知いたします

のでよろしくお願いいたします。 

 なお本日の内容につきましては、ご意見がございましたら、１週間

後の10月７日までに事務局のほうへＦＡＸ・郵送・Ｅメールでご提案

いただきたいと思います。以上です。 

 

黒田会長  ありがとうございました。本日予定している議題、以上でございま

す。 

 これをもちまして会議終了としたいと思います。どうも長いご協力

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


